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■ 出展要項

■ 

連絡先▶ TCT Japan 事務局
株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
Tel: 03-5657-0765　Fax: 03-5657-0645  E-mail : tctjapan@jtbcom.co.jp

TCT Introducing（出展者セミナー）

3Dプリンティング&AM技術の総合展「TCT Japan」

オープン形式 シアター100席（予定）
1セッション 30分　¥100,000（税別）

会 場

料 金

● オンラインセミナー
1セッション 45分　¥500,000（税別）料 金

● アーカイブ配信オプション
¥200,000（税別）料 金

・ 発表日時は先着順にてご案内いたし
ます。

・ 同時通訳をご希望の場合は事務局ま
でお問い合わせください。

料金に含まれるもの
・ プレゼン用スクリーン&プロジェクター
・ 音響機材一式（マイク2本、スピーカー）

申込方法

■  申込方法・スケジュール
申込方法
TCT Japanのウェブサイト（https://tctjapan.jp/）にて、2021年1月12日（火）からオンラインで受付いたします。
本展示会は2021年6月30日（水）迄は仮申込（有効期限内のキャンセル料が発生しません）が可能です。

スケジュール

出展申込の取消：  出展本申込後の取消は原則として出来ません。但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、
出展規約（13条）の基準で解約料をお支払いいただきます。

3

申 込 締 切 日： 2021年9月30日（木）
※但し、締切前でも予定の小間数になり次第締切ますので、お早めにお申込みください。

出展料のお支払い：  出展本申込後、請求書を送付いたします。
請求書記載の指定日までにご出展料を指定口座へお振込みください。

1

2

2022年
1月24日（月）、25日（火）
搬入・設営期間
26日（水）～28日（金） 
展示会会期

30日（木）
本申込締切 出展者説明会

（予定）
各種提出書類
締切

30日（水）
仮申込有効期限

12日（火）
出展申込開始
（予定）

出展料
ブース出展 オンライン出展(予定)

¥340,000（税別）
独法・公的機関・
海外パビリオン・アカデミア ¥180,000（税別）

企業 ¥600,000（税別）

オンライン出展 -トライアル     ¥100,000（税別）

オンライン出展 -スタンダード 

1小間＝9㎡（開口3m×奥行き3m）

2.7m

3m
3m

※小間位置は、出展内容、小間数を勘案の上、
お申込順にてご案内します。
※隣接する小間がある場合は、事務局側で仕
切りパネル（高さ2.7m）を設置します。
　但し、角小間の場合、通路側のパネルはつき
ません。
※小間設営・装飾費、電気・給排水・電話料金、
小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費
および使用料は含まれていません。

・事前商談アポイントシステム
・出展者デジタル展示（出展者詳細ページ）
　▶製品・サービス情報10点まで登録可能
　▶製品・サービス情報にアップロードした資料と動画の閲覧者情報の取得

・事前商談アポイントシステム
・出展者デジタル展示（出展者詳細ページ）
　▶製品・サービス情報3点まで登録可能
※閲覧者情報の取得は出来ません



申込日：　　　　　　年　　　　月　　　　日

＊ 上記期日までは解約料が発生せず、
　小間の仮押さえが可能です。

仮申込有効期限： 本申込（契約）締切： 

フリガナ

フリガナ

〒　　　　　ー

http://

氏名 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　 TEL :　　　　　　　　　　　　　　　FAX :

部署 :

役職 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail :

フリガナ

◆出展製品・技術
）すで構結で囲範の定予（ 　

 単価（税別）  申込数  合計金額（税別） 希望日時

◆出展ブース（１小間：3ｍｘ3ｍ＝9㎡） 単価（税別）  申込数  合計金額（税別） 希望小間配置番号

□ 企業 ¥340,000 × （　　　　　　　）小間 ＝ ￥　　　　　　　　　　

□ オンラインセミナー ¥500,000 × （　　　　　　　）枠 ＝ ￥　　　　　　　　　　

□ アーカイブ配信オプション ¥200,000 × （　　　　　　　）枠 ＝ ￥　　　　　　　　　　

 （　　　　　　　　　　　　　）

 

　 独法・公的機関□ 学校各研究室　   ¥180,000 × （　　　　　　　）小間 ＝ ￥　　　　　　　　　　 （　　　　　　　　　　　　　）

 ¥100,000 × （　　　　　　　）枠 ＝ ￥　　　　　　　　　　 （　　　　　　　　　　　　　）
※同時通訳をご希望の場合は連絡欄に記載下さい。

連絡欄（ご要望等）
事務局使用欄

受付担当者 受付日時 受付No.

（公式ウェブサイトの展示レイアウトからお選びください。）

出 展 申 込 書

TCT Japan 事務局　株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335　東京都港区芝3-23-1　セレスティン芝三井ビルディング
Tel: 03-5657-0765　Fax: 03-5657-0645  E-mail: tctjapan@jtbcom.co.jp

出展規約を承諾の上、TCT Japan 2022への出展を以下の通り
申し込みます。

和　文

英　文

会社名（和文）

会社名（英文）

URL

住　所
（ビル名まで）

連絡担当者

国内／海外
（出展国・地域）

オンライン受付フォーム、E-mailまたはFAX、郵送にてお申し込みください。

申込書送付先

※小間位置は、出展内容・小間数を勘案の上、お申込順にてご案内します。

●個人情報取り扱いについて

※ご記入の表記・出展国にて、公式ホームページ・各種印刷物等に掲載いたしますので必ずご記入ください。 ※法人格は省略されます● 出展者名

※各種ご案内・送付物は連絡担当者様にお送りいたします。変更される場合は、必ず事務局までお知らせください。● 出展申込者

※下記料金に消費税が加算されます。● 申込内容/料金

□ 国内出展者（日本）　　□ 海外出展者（国・地域名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

個人情報取り扱いについて、下記URLをご確認の上、同意くださいますようお願いいたします。主催者：株式会社JTBコミュニケーションデザイン
URL：www.tctjapan.jp/privacy.html　　　□ 左記に同意する。

<個人情報の取扱いについて>今回、ご記入いただきました出展者の皆様の個人情報は、出展に関する諸手続および各種案内のために使用させていただきます。
ご本人の承諾がない限り、第三者に開示することはいたしません。ただし、出展に関する確認・連絡および各種諸手続のため機密保持契約を締結した業務委託先
（事務局協力会社）に預託することがありますので、予めご承知おきください。個人情報保護方針は公式ホームページをご確認ください。

2021年6月30日（水）2021年9月30日（木）

FAX : 03-5657-0645
E-mail: tctjapan@jtbcom.co.jp

□ 本申込み □ 仮申込み（※2021年6月30日（水）まで）

◆TCT Introducing（出展者セミナー） 



1. 契約の成立
仮申込と本契約の2段階となる場合：主催者は2021年6月30日（水）までを有効
期限とし、出展者からの仮申込を受け付けることとします。この間は、出展申込に
関する契約は成立していないものとします。仮申込を申請した出展者は、2021
年6月30日（水）までに正式な申込書を主催者に提出するものとし（書面での連
絡も可）、主催者が申込書を受領した時点をもって、本出展の契約が成立するもの
とします。仮申込の有効期限までに正式な申込書が主催者に提出されなかった場
合もしくは書面にて本申込への切替えの連絡がなかった場合、主催者は仮申込を
破棄する権利を有するものとします。従って、この場合、仮申込時に出展者に提示
された①申込受付の可否 ②小間位置等、全ての条件は無効となります。仮申込を
せずに直接本申込を希望する出展者については、本申込締切日までに正式な申
込書を主催者に提出するものとします。

2. 小間の転貸などの禁止
出展者は、自社分の小間を主催者の承諾なしに転貸、売買、交換あるいは譲渡す
ることはできないものとします。

３. 共同出展者の取り扱い
2社以上の申込者が共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展す
る社名などを申し込み時に主催者へ通知するものとします。

4. 出展物の設置及び撤去
出展者は、主催者の定めるスケジュールに沿って小間内の装飾、及び出展物の搬
入出を行わなければならないものとします。
会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発生した場合は、主催者の承認を得
た後、作業を行うこととします。

5. 展示場の使用
宣伝・営業活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。
各出展者は、宣伝活動のために小間近辺の通路が混雑することのないよう責任
を持つものとします。
装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を超えてはならないもの
とします。主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題がある
と思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又
は撤去する権限を有するものとします。
上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対しいかなる返金、ま
たはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。

6. 出展物の管理と免責
主催者は、展示会場の管理・保管について事故防止に最善の注意をはらいます
が、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負
いません。

７.著作権の使用許諾と保証条項
(1)出展者が出展スペース等に掲載した著作物は、本展示会の広報活動のため
に、公式ホームページおよび本展に関わる各種印刷物や広告、メールマガジン、メ
ディア媒体等への掲載を許諾いただいたものとします。
(2)出展者は主催者に対し、展示会の出展品またはこれに関連する出展品につい
ての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権、著作
権、肖像権、その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するものとし
ます。

8. 出展者の義務
（1）出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商
標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張
があった場合、すみやかにその責任において第三者との紛議を解決し、展示会の
正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。
（2）団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展者に対する第三
者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとし
ます。

9. 損害賠償
（1）出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、会場設備
または展示会の建造物、もしくは人身等に対する一切の損失についての責任を
負うものとします。
（2）出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた
訴訟費用、債務（弁護士報酬を含む）、必要経費および損害賠償について主催者に
補償する義務を負うことに同意するものとします。
①出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、
実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対
して訴訟が提起された場合（出展者とともに被告とされた場合を含む）。
②①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解におい
て損害賠償義務を負うことになった場合（和解について、主催者は出展者の意思
に拘束されないものとします）。

10. 小間位置の決定
出展のお申込順にてご希望の場所を選定できます。

11．展示会の中止・中断・変更
(１)以下の場合により、主催者は展示会の開催及び継続が不可能若しくは困難で
あると判断した場合、展示会を中止、中断、会期の短縮および会期日程や会場の
変更をすることがあります。
①展示会が開始される土地建物が利用できなくなった場合及び開催に不適切と
主催者が判断した場合。
②政府、行政、及び公的機関によるイベントの自粛要請、自粛検討、自粛命令、中
止要請、中止検討、中止命令などにより主催者が開催は適切でないと判断した場
合。
③不可抗力的事由により開催ができなくなった場合若しくは開催が適切ではな
いと主催者が判断した場合。
(２)前項の不可抗力的事由とは、台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災地
変、疫病、公衆衛生リスク、交通機関の遅延・運休、戦争、内乱、テロ、ストライキそ
の他、主催者の責めによらない事由を指します。
(３)出展者はいかなる場合でも、その決定により被った損害を主催者に対して請
求できないものとします。
また主催者はいかなる場合でも、これによって生じる損害、費用の増加、その他出
展者に生じた不利益的な事態については責任を負わないものとします。
(4)会期前、会期中に開催の一部を中止、中断、短縮を判断した場合、お申込みい
ただいた出展料はそれまでにかかった合理的な経費を差し引きご返金いたしま
す。但し、会期中に不可抗力で開催中止・中断・短縮となった場合の返金、補償は行
いませんが、システム障害等によりオンラインのメインサービスが提供できない
場合は、オンライン会期の延長で対応させていただくことがございます。
(5)(4)において、既に出展料をご入金されている場合は出展料からそれまでにか
かった経費を引いた金額を返金いたします。未入金の場合は、出展料のご請求書
は破棄いただき、別途それまでにかかった経費に関してご請求書を発行いたしま
す。指定期日までにお振込みください。

12. 出展料金支払い方法
出展者は主催者が発行する請求書に基づき、請求書記載の期日までに出展料お
よびそれに付随するオプション料金を支払うものとします。
出展者からの支払いは、主催者が請求書に記載した指定口座に日本円で支払うも
のとします。
約束手形・小切手等の取扱いはいたしません。

13. 出展の変更または解約について
本申込み手続き後の取消は原則として出来ません。
但し、事務局でやむを得ないと判断した場合は取消を認め、次の基準で解約料を
お支払いいただきます。

14. 査証の取得
海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含
む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。
主催者は原則として、日本国外務省が定める書式の招聘保証書・招聘理由書を出
展者に対して発行しないものとします。
また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展希望者が出展でき
なかったことによる一切の損害について、主催者な何らの責任を負いません。

15 .規定の遵守
出展者は、主催者が定める一連の規約を遵守することに同意するものとします。

16. 規約の変更と追加
出展者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑
義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。
主催者は、各年度ごとの出展者に通知の上、この規約を改定あるいは追補できる
権利を有するものとします。

17. 準拠法
本契約の準拠法は日本法とします。

18. 合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

2021年6月30日(水)まで
2021年9月30日(木)まで
2021年10月1日(金)以降

ご請求額の0％
ご請求額の50%
ご請求額の100%

書面による解約通知を受領した日を基準とする 解約料率

（2021.9.22改訂）


